
小牧市訓令第２号 

 

本  庁  

出先機関  

 

 小牧市公印規程（昭和４３年小牧市訓令第４号）の一部を次のように改

正する。 

 

  令和８年３月１２日 

 

 

小牧市長 天 野 正 基      

 

 

 別表市民税課専用市長印の項を次のように改める。 

課税課専

用市長印 

 方１８ てん書 課 税 課

所 管 証

明 用 

１ 課税課長 

 

 別表資産税課専用市長印の項を削り、同表市民税課専用市長職務代理者

印の項を次のように改める。 

課税課専

用市長職

務代理者

印 

 方１８ てん書 課 税 課

所 管 証

明 用 

１ 課税課長 

 

 別表資産税課専用市長職務代理者印の項を削る。 

附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

小 牧 市 

長 之 印 

課税課専用 

小 牧 市 長 

職 務 代 理 

者 之 印 

課税課専用 


